
平成１５年１０月２日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

飲料水自動販売機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

スーパーマーケット等の小売店の店内において、客に飲料水を販売する機器であ

る。上水道に本機器を直結させ、機器に内蔵された浄水装置で浄水する。 

 

○構造、仕様、意匠 

 電熱装置、冷却装置及び放電灯は有していない。 

 外観寸法：幅１，０００㎜×奥行６００㎜×高さ１，８００㎜ 

 重 量 ：約２５０㎏ 

 定 格 ：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、消費電力は未定（２００Ｗ以下） 

 

○主な使用者、販売先 

 スーパーマーケット等の小売店舗 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品の電動力応用機械器具の「自動販売機」として取り扱う。 

 

（理由） 

 水道直結式でありかつ貯水タンクを有していないが、機器内の配管等は液体収

納装置と同等のものと考えられることから、本機器を特定電気用品の「自動販売

機」として取り扱うのが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象の判断 


